
　　　　　　平成２６年度決算に基づく尾道市健全化判断比率

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

― ― 8.4 50.2

( 11.58 ) ( 16.58 ) ( 25.0 ) ( 350.0 )

備　考 １　実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「―」を記載している。

２　（　）内は、尾道市の早期健全化基準である。

＜参考＞各比率の概要

実質公債費比率

（公債費等の比重を示
す比率）

将来負担比率

（地方債残高のほか一
般会計等が将来負担す
べき実質的な負債をと
らえた比率）

区　　　分 概　　　　　　要

　市税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としてい
る一般会計等について、歳出に対する歳入の不足額（いわゆる赤
字額）を市の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で
除したものである。

　市のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して、市全体として
の歳出に対する歳入の資金不足額を、市の一般財源の標準的な規
模を表す標準財政規模の額で除したものである。

　市の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならな
い経費である公債費や公債費に準じた経費を市の標準財政規模を
基本とした額で除したものの３か年間の平均値である。

　市の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な
負債に当たる額（将来負担額）を把握し、この将来負担額から負
債の償還に充てることができる基金等を控除の上、市の標準財政
規模を基本とした額で除したものである。

実質赤字比率

（一般会計等の実質赤
字の比率）

連結実質赤字比率

（すべての会計の実質
赤字の比率）
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（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

342050 広島県 尾道市 - - 8.4 50.2

団体区分 3.市

（単位：％）

標準財政規模
（千円）

うち臨時財政対策債
発行可能額

早期健全化基準 11.58 16.58 25.0 350.0

35,965,614 2,950,623 財政再生基準 20.00 30.00 35.0

＜算定資料＞総括表 健全化判断比率の状況 （平成26年度決算） 
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団体名

（単位：千円）

継続費
逓次繰
越額 (5)

繰越明許
費繰越額

(6)

事故繰
越繰越
額　(7)

事業繰
越額
(8)

支払繰
延額(9)

(5)～(9)に
係る未収入
特定財源

(10)

一般会計 61,903,841 60,654,283 1,249,558 439,012 1,136,981 697,969 810,546 69,119,271

港湾事業特別会計 209,925 200,780 9,145 0 9,145

夜間救急診療所事業特別会計 67,121 67,121 0 0 0

救護施設事業特別会計 266,533 266,533 0 0 0 19,376

62,447,420 61,188,717 1,258,703 439,012 0 1,136,981 0 0 0 697,969 819,691 69,138,647

(分母比） 2.3 224

標準財政規模 35,965,614

実質赤字比率（％） -2.27

↑ この比率は実質収支が黒字である場合、負の値です。

　　この場合は、「－」（比率なし）になります。

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計

合　計

広島県尾道市

会　計　名
歳入総額

(1)
歳出総額

(2)

歳入歳出
差引額(3)

(1)-(2)

翌年度に繰
り越すべき

財源(4)
 (5～9-10)

実質収支額
(11)

(3)-(4)

地方債
現在高(12)

＜算定資料＞内訳１ 実質赤字比率の状況 （平成26年度決算） 
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団体名

（単位：千円）
会　　計　　名 実質収支額 （分母比） 会　　計　　名 資金不足・剰余額 （分母比）

一般会計 810,546 2.3 水道事業会計 2,804,713 7.8

港湾事業特別会計 9,145 0.0 法 病院事業会計 4,816,160 13.4

夜間救急診療所事業特別会計 0 適

救護施設事業特別会計 0 用

企

業

　　　　　　　　小　　計 819,691 2.3

標準財政規模 35,965,614 100.0

実質赤字比率　（％） -2.27 ※

千光寺山索道事業特別会計 0

会　　計　　名 実質収支額 法 公共下水道事業特別会計 0

国民健康保険事業特別会計 242,246 0.7 非 漁業集落排水事業特別会計 0

駐車場事業特別会計 0 適 特定環境保全公共下水道事業特別会計 0

介護保険事業特別会計 116,818 0.3 用 農業集落排水事業特別会計 0

後期高齢者医療事業特別会計 41,574 0.1 企 渡船事業特別会計 0

業

　※実質収支又は連結実質収支が黒字である場合、 合　　　　　計 8,841,202 24.6

　　「実質赤字比率（％）」又は「連結実質赤字比率（％）」は負の値です。 標準財政規模（再掲） 35,965,614 100.0

　　この場合は、「－」（比率なし）になります。 連結実質赤字比率　（％） -24.58 ※

宅
地
造
成
事
業
以
外

一
般
会
計
等
以
外
の
特

別
会
計
の
う
ち
公
営
企

業
に
係
る
特
別
会
計
以

外
の
会
計

宅
地
造
成
事
業

広島県尾道市

宅
地
造
成
事
業
以
外

一
般
会
計
等

一
般
会
計
等
に
属

す
る
特
別
会
計

宅
地
造
成
事
業

＜算定資料＞内訳２ 連結実質赤字比率の状況 （平成26年度決算） 
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団体名

（単位：千円）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
元利償還金の
額（繰上償還
額等を除
く。）

積立不足額を
考慮して算定
した額

満期一括償還
地方債の１年
当たりの元金
償還金に相当
するもの（年
度割相当額）

公営企業に要
する経費の財
源とする地方
債の償還の財
源に充てたと
認められる繰
入金

一部事務組合
等の起こした
地方債に充て
たと認められ
る補助金又は
負担金

公債費に準
ずる債務負
担行為に係
るもの

一時借入金
の利子

特定財源の額 事業費補正に
より基準財政
需要額に算入
された公債費

事業費補正に
より基準財政
需要額に算入
された公債費
（準元利償還
金に係るもの
に限る。）

災害復旧費等
に係る基準財
政需要額

災害復旧費等
に係る基準財
政需要額（準
元利償還金に
係るものに限
る。）

平成24年度 7,650,988 1,311,106 4,134 99 1,343,947 1,295,640 111,167 3,041,137 271,867

平成25年度 7,652,309 1,323,934 208 1,310,458 1,222,978 123,845 3,199,267 236,319

平成26年度 7,564,653 1,253,443 98 1,304,698 1,131,708 136,664 3,466,730 214,781

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱
密度補正によ
り基準財政需
要額に算入さ
れた元利償還
金

密度補正によ
り基準財政需
要額に算入さ
れた準元利償
還金（地方債
の元利償還額
を基礎として
算入されたも
のに限る。）

標準税収入額
等

普通交付税額 臨時財政対策
債発行可能額

地方財政法
第５条の３
第４項第１
号の規定に
基づき総務
大臣が定め
る額
（特別区の
み記入）

平成24年度 18,287 125,900 19,572,064 13,369,952 2,797,140 平成24年度 8.9

平成25年度 19,548 146,601 19,789,728 13,357,152 3,047,144 平成25年度 8.7

平成26年度 19,667 150,245 19,469,358 13,545,633 2,950,623 平成26年度 7.8

実質公債費比率（単年度） （　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦　）　－　（　⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭+⑱　）

の計算式 （　⑮+⑯+⑰　）　　　　    　　 　　－　（　　　 ⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭+⑱　）

8.4

広島県尾道市

実質公債費比
率（単年度）

(％)

 実質公債費比
 率（３カ年平
 均）

     (％)

＜算定資料＞内訳３ 実質公債費比率の状況 （平成26年度決算） 
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団体名

将来負担額　Ａ （単位：千円）

地方道路公社 土地開発公社 第三セクター等

69,138,647 0 14,772,421 0 11,214,393 0 0 0 0 0 0

（分母比） 224 48 36

充当可能財源等　Ｂ （単位：千円）

うち都市計画税

13,678,362 12,047,889 10,402,207 53,890,794

（分母比） 44 39 34 175

308 258 50

117 17 100

広島県尾道市

地方債の現在高
債務負担行為に

基づく支出予定額
公営企業債等
繰入見込額

組合等
負担等見込額

退職手当
負担見込額

設立法人の
負債額等

負担見込額

連結実質
赤字額

組合等連結実質
赤字額負担見込額

35,965,614 5,119,795 30,845,819

充当可能基金
充当可能
特定歳入

基準財政需要額
算入見込額

将来負担額　A 充当可能財源等　Ｂ Ａ　－　Ｂ

将来負担比率　（％）

50.2
標準財政規模　Ｃ 算入公債費等の額　Ｄ Ｃ　－　Ｄ

95,125,461 79,617,045 15,508,416
― 

― 

＝ ＝ 

＜算定資料＞内訳４ 将来負担比率の状況 （平成26年度決算） 
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　　　　　　　平成２６年度決算に基づく尾道市資金不足比率

　　　　　　　　　 会　計　名 資金不足比率（％）

尾道市水道事業会計 ―

尾道市病院事業会計 ―

尾道市千光寺山索道事業特別会計 ―

尾道市公共下水道事業特別会計 ―

尾道市漁業集落排水事業特別会計 ―

尾道市特定環境保全公共下水道事業特別会計 ―

尾道市農業集落排水事業特別会計 ―

尾道市渡船事業特別会計 ―

備　考　　１　資金不足額がない場合は、「―」を記載している。

　　　　　２　経営健全化基準は、各会計ごとに20.0％である。

＜参考＞比率の概要

区　　　分

資金不足比率

　　（公営企業ごとの資金不足額の比率）

　一般会計等の実質収支に当たる公営
企業会計における資金不足について、
公営企業の事業規模に対する比率を表
したものである。

概　　　要
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共通事項 公営企業会計に係る資金不足額等

法適用企業 法適用企業

(1) 　 (2) (3) (4) (5) (6)

a-b-c-d-
e-f (-g)

流動負債
a

控除企業
債等

b

控除未払
金等

 c

控除額
d

控除引
当金等

e

PFI建設
事業費

等
ｆ

土地前受
金
ｇ

（宅造）

算入地
方債

h-i-j+k
(-l)

流動資産
h

控除財
源
 i

控除額
j

貸倒引
当金

k

土地評
価差額

ｌ
（宅造）

地方債
残高 （宅

造）

長期借
入金 （宅

造）

令３条１項
の額・令４
条の額

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614 水道事業会計 水道 1 法適 1,262,299 1,574,023 266,704 45,020 4,067,012 4,062,383 4,629 - ▲ 2,804,713

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614 病院事業会計 病院 1 法適 926,231 2,202,768 542,977 733,560 5,742,391 5,740,486 1,905 - ▲ 4,816,160

共通事項 公営企業会計に係る資金不足額等
法非適用企業 法非適用企業

(1) (2) (3) (3') (3'') (4) (5) (6) (7) (8)

歳出額
算入地方

債

s-t1-t2-
t3-t4-
t5+t6

歳入額
s

継続費
逓次繰
越額
t1

繰越明
許費繰
越額
t2

事故繰
越繰越

額
t3

事業繰越
額
t4

支払繰
延額
t5

未収入特
定財源

 t6

うち事業
繰越等に
かかるもの

t6'

繰上充
用金

土地収
入見込
額 （宅

造）

地方債
残高

（宅造）

長期借
入金

（宅造）

令３条１
項の額・
令４条
の額

解消可
能資金
不足額

資金不足
額・剰余
額（連結
実質赤字

比率）

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
千光寺山索道
事業特別会計

観光
施設

1 非適 43,636 43,636 43,636 - 0 0 0

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
公共下水道事
業特別会計

下水
道

1 非適 2,110,876 2,110,876 2,110,876 - 0 0 0

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
漁業集落排水
事業特別会計

下水
道

1 非適 19,187 19,187 19,187 - 0 0 0

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
特定環境保全
公共下水道事
業特別会計

下水
道

1 非適 180,919 180,919 180,919 - 0 0 0

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
農業集落排水
事業特別会計

下水
道

1 非適 34,590 34,590 34,590 - 0 0 0

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
渡船事業特別
会計 交通 1 非適 34,185 34,185 34,185 - 0 0 0

※団体区分の 3　は一般の市である。
※宅造区分の 1 は宅地造成事業を行っていない会計である。
※(8)は、連結実質赤字比率の算定に用いる額（資金不足額は負の値で表示）であり、(9)は、資金不足比率の算定に用いる額（資金不足額は正の値で表示）である。

宅
造
区
分

非
適

法
適

地方
公共
団体
コード

都道府
県名

市区町
村名等

団
体
区
分

標準財政
規模

x
特別会計名

事業
区分

＜算定資料＞公営企業会計に係る資
金不足比率（平成26年度決算）

地方
公共
団体
コード

都道府
県名

市区町
村名等

団
体
区
分

標準財政
規模

x
特別会計名

事業
区分

宅
造
区
分
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(14)　合計

共通事項 7,620,873 → → → → → → → → → → → → 21.2

法適用企業 ↑ （単位：千円）

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

解消可能
資金不足

額

資金不足
額・剰余額
（連結実質
赤字比率）

資金不足
額（資金
不足比

率）

営業収益
の額-受託
工事収益

の額

うち指定管
理者利用料

金

m+n-o-p
(+q)

（宅造の
み）

資本+負
債
m

貸倒引
当金

n

固定負
債にお
ける控
除引当
金等

o

流動負
債にお
ける控
除引当
金等

p

PFI建設
事業費
等のうち
流動負
債に係
るリース

債務
q

事業の規
模

(10)or(11)

繰越欠損
金

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614 水道事業会計 水道 1 法適 0 2,804,713 - 3,573,051 - - - 3,573,051 - 7.8

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614 病院事業会計 病院 1 法適 0 4,816,160 - 12,320,503 - - - 12,320,503 - 13.4

共通事項
法非適用企業 （単位：千円）

(9) (10) (11) (12)

資金不足
額（資金
不足比

率）

営業収益の
額-受託工
事収益の額

うち指定
管理者利
用料金

資本+負債
（宅造の

み）

事業の規
模

(10)or(11)

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
千光寺山索道
事業特別会計

観光
施設

1 非適 - 20,000 20,000 20,000 - *** *** *** *** *** *** *** *** -

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
公共下水道事
業特別会計

下水
道

1 非適 - 425,777 425,777 - *** *** *** *** *** *** *** *** -

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
漁業集落排水
事業特別会計

下水
道

1 非適 - 2,914 2,914 - *** *** *** *** *** *** *** *** -

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
特定環境保全
公共下水道事
業特別会計

下水
道

1 非適 - 80,397 80,397 - *** *** *** *** *** *** *** *** -

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
農業集落排水
事業特別会計

下水
道

1 非適 - 8,571 8,571 - *** *** *** *** *** *** *** *** -

342050 広島県 尾道市 3 35,965,614
渡船事業特別
会計 交通 1 非適 - 3,750 3,750 - *** *** *** *** *** *** *** *** -

※団体区分の 3　は一般の市である。
※宅造区分の 1 は宅地造成事業を行っていない会計である。
※(8)は、連結実質赤字比率の算定に用いる額（資金不足額は負の値で表示）であり、(9)は、資金不足比率の算定に用いる額（資金不足額は正の値で表示）である。

資金不足
比率

(9)/(12)
（％）

標準財政
規模比

(8)/x （％）

非
適

標準財政
規模比

(8)/x （％）

＜算定資料＞公営企業会計に係る資
金不足比率（平成26年度決算）

法
適

資金不足比
率 (9)/(12)

（％）

地方
公共
団体
コード

都道府
県名

市区町
村名等

団
体
区
分

標準財政
規模

x
特別会計名

事業
区分

宅
造
区
分

団
体
区
分

標準財政
規模

x
特別会計名

事業
区分

宅
造
区
分

地方
公共
団体
コード

都道府
県名

市区町
村名等
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